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要
旨

　

小
文
は
、
平
成
24
年
度
奈
良
大
学
研
究
助
成
（
研
究
課
題
「
南
都
仏
教
と
真
言

宗
の
近
代
に
関
す
る
予
備
的
研
究
」）
に
よ
る
研
究
成
果
の
一
部
で
あ
る
。
研
究

助
成
で
は
、主
と
し
て
奈
良
の
地
方
新
聞
『
奈
良
新
聞
』
の
検
索
作
業
を
通
じ
て
、

近
代
に
お
け
る
南
都
仏
教
の
動
向
に
関
す
る
基
礎
的
な
事
実
の
収
集
に
努
め
た
。

小
文
で
は
、
今
後
も
引
き
続
き
作
業
を
行
う
た
め
、
近
代
南
都
仏
教
史
の
現
状
を

踏
ま
え
、
今
後
の
検
討
課
題
を
整
理
し
た
。

　

南
都
仏
教
に
つ
い
て
は
、
古
代
・
中
世
史
に
お
い
て
は
関
心
が
高
く
、
研
究
蓄

積
も
多
い
が
、
近
代
史
に
関
し
て
は
史
料
の
所
在
状
況
も
明
ら
か
で
は
な
く
、
研

究
も
緒
に
就
い
た
ば
か
り
で
あ
る
。
そ
れ
で
も
、
近
年
は
法
隆
寺
や
清
水
寺
（
京

都
に
あ
る
が
興
福
寺
一
乗
院
の
末
寺
）、
西
大
寺
な
ど
を
対
象
に
研
究
が
進
展
し

て
い
る
。
そ
こ
で
、
そ
れ
ら
を
手
が
か
り
に
主
要
な
論
点
を
挙
げ
る
と
次
の
よ
う

な
も
の
が
挙
げ
ら
れ
る
。
す
な
わ
ち
、（
1
）
社
寺
領
上
知
と
そ
の
影
響
、（
2
）

宗
派
の
公
認
問
題
、（
3
）
社
寺
総
代
制
度
の
創
設
、（
4
）
寺
院
組
織
近
代
化
を

め
ぐ
る
葛
藤
、（
5
）
近
代
化
を
担
っ
た
り
抵
抗
し
た
り
し
た
人
々
の
人

物
像
な
ど
で
あ
る
。

　

小
文
は
、
奈
良
を
中
心
に
展
開
し
た
南
都
仏
教
の
、
明
治
維
新
後
の
変

容
に
つ
い
て
、
研
究
の
現
状
を
振
り
返
り
、
今
後
の
課
題
を
検
討
し
よ
う

と
す
る
も
の
で
あ
る
。

キ
ー
ワ
ー
ド
：
南
都
仏
教
、
近
代
仏
教
、
園
部
忍
慶

１　

は
じ
め
に　

―
南
都
仏
教
と
は
―

　

小
文
で
は
、
奈
良
時
代
に
栄
え
た
仏
教
宗
派
や
寺
院
を
南
都
仏
教
と
呼

ぶ
こ
と
に
す
る
。
具
体
的
に
は
、
法
相
・
倶
舎
・
三
論
・
成
実
・
華
厳
・

律
の
六
宗
が
こ
れ
に
含
ま
れ
、
平
安
時
代
に
栄
え
た
天
台
・
真
言
の
二
宗

や
鎌
倉
時
代
に
成
立
し
全
国
に
教
線
を
広
げ
た
浄
土
宗
や
浄
土
真
宗
、
日

蓮
宗
、
禅
宗
（
臨
済
・
曹
洞
）
な
ど
と
は
区
別
さ
れ
る
。
当
然
、
各
宗
派

近
代
南
都
仏
教
史
の
課
題

*
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林
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は
相
互
に
影
響
を
与
え
あ
っ
て
お
り
、画
然
と
分
か
れ
て
い
た
わ
け
で
は
な
い
が
、

便
宜
的
に
こ
の
よ
う
に
考
え
て
お
く
こ
と
に
す
る
。

　

ま
た
、
南
都
仏
教
は
仏
教
の
教
義
や
戒
律
の
研
究
に
従
事
し
た
学
僧
の
集
ま
り

で
あ
り
、
各
宗
派
も
宗
派
と
い
う
よ
り
も
学
派
の
よ
う
な
も
の
で
あ
っ
た
。
た
と

え
ば
、
今
日
で
は
華
厳
宗
の
大
本
山
と
考
え
ら
れ
て
い
る
東
大
寺
は
、
奈
良
時
代

に
は
六
宗
兼
学
の
寺
と
さ
れ
た
。

　

そ
こ
で
、
こ
こ
で
は
宗
派
で
は
な
く
、
検
討
の
対
象
と
す
る
寺
院
を
例
示
し
て

お
き
た
い
。
具
体
的
に
は
、
東
大
寺
、
興
福
寺
、
薬
師
寺
、
法
隆
寺
、
唐
招
提
寺
、

西
大
寺
な
ど
で
あ
る
。
こ
れ
ら
の
寺
院
は
、
日
本
の
古
代
史
は
も
ち
ろ
ん
の
こ

と
、
中
世
史
に
お
い
て
も
主
要
な
研
究
対
象
と
な
っ
て
い
る
が
、
近
世
史
に
お
い

て
は
十
分
な
関
心
を
持
た
れ
て
い
る
と
は
い
え
ず
、
近
現
代
史
に
つ
い
て
い
え
ば

本
格
的
な
研
究
は
ほ
と
ん
ど
な
さ
れ
て
い
な
い
と
い
っ
て
も
過
言
で
は
な
い
。
こ

れ
は
、
そ
れ
ぞ
れ
の
時
代
に
お
け
る
奈
良
や
仏
教
に
対
す
る
関
心
の
起
伏
に
も
関

わ
る
が
、
研
究
が
行
わ
れ
て
い
な
い
原
因
の
一
つ
に
は
、
関
係
史
料
の
所
在
が
十

分
に
知
ら
れ
て
い
な
い
こ
と
も
挙
げ
ら
れ
る
。
実
際
、
こ
れ
ら
の
寺
院
で
は
、
古

代
・
中
世
に
関
わ
る
史
料
調
査
は
徐
々
に
進
展
し
、
著
名
な
史
料
は
公
刊
も
さ
れ

て
い
る
が
、
近
世
史
料
の
整
理
・
公
開
は
十
分
と
は
い
え
ず
、
近
現
代
史
料
に
つ

い
て
は
所
在
す
ら
明
ら
か
に
な
っ
て
い
な
い
こ
と
が
多
い
。

　

こ
の
よ
う
な
中
、
近
年
、
西
大
寺
や
法
隆
寺
な
ど
で
、
明
治
期
の
日
誌
な
ど
、

所
蔵
史
料
を
活
用
し
た
調
査
、
研
究
が
進
み
つ
つ
あ
る
。『
近
代
の
西
大
寺
と
真

言
律
宗（

1
）』、『「

法
隆
寺
日
記
」
を
ひ
ら
く（

2
）』

な
ど
が
そ
の
代
表
的
な
も
の
で
あ
る
。

２　

近
代
仏
教
史
研
究
の
現
状

　

次
に
、
南
都
仏
教
に
限
定
せ
ず
、
近
代
仏
教
史
研
究
全
般
の
現
状
に
つ
い
て
考

え
て
み
た
い
。

　

こ
れ
ま
で
の
近
代
仏
教
史
研
究
に
は
、い
く
つ
か
の
特
徴
が
あ
る
。
ひ
と
つ
は
、

吉
田
久
一
氏（

3
）に

代
表
さ
れ
る
よ
う
に
、
仏
教
者
や
仏
教
系
の
団
体
に
よ
る
社
会

事
業
や
教
育
へ
の
取
り
組
み
を
紹
介
し
た
も
の
で
あ
る
。日
本
近
代
に
お
い
て
は
、

社
会
事
業
や
教
育
の
分
野
で
宗
教
者
の
果
た
し
た
役
割
は
大
き
く
、
当
然
の
こ
と

な
が
ら
、
仏
教
関
係
者
も
そ
の
一
翼
を
担
っ
た
。
そ
こ
で
、
こ
れ
ら
の
研
究
は
日

本
の
社
会
事
業
史
や
教
育
史
の
解
明
に
欠
か
す
こ
と
が
で
き
ず
、
研
究
史
の
中
で

も
重
要
な
役
割
を
担
っ
た
。
ま
た
、
社
会
事
業
史
の
分
野
や
教
育
史
の
分
野
で
は

仏
教
を
は
じ
め
と
す
る
宗
教
界
の
影
響
は
重
要
な
テ
ー
マ
で
あ
る
の
で
、
そ
れ
ぞ

れ
の
分
野
か
ら
の
ア
プ
ロ
ー
チ
は
多
い
。

　

次
に
、
仏
教
の
近
代
化
や
改
革
、
あ
る
い
は
政
治
や
社
会
と
の
関
わ
り
に
お
い

て
、
重
要
な
事
績
を
残
し
た
仏
教
者
個
人
の
思
想
や
業
績
を
紹
介
し
た
仕
事
が
あ

る
。
対
象
と
な
っ
て
い
る
人
物
と
し
て
は
、
た
と
え
ば
、
浄
土
真
宗
大
谷
派
の
近

代
化
と
改
革
を
牽
引
し
た
清
沢
満
之
や
近
角
常
観
、
浄
土
真
宗
本
願
寺
派
の
近
代

化
に
尽
く
し
た
島
地
黙
雷
、
真
言
宗
の
復
興
に
尽
く
し
た
土
宜
法
竜
、
仏
教
史
研

究
に
足
跡
を
残
し
た
村
上
専
精
、
日
蓮
宗
と
国
家
主
義
の
立
場
か
ら
政
治
運
動
に

も
関
わ
っ
た
田
中
智
学
、
禅
の
普
及
に
影
響
を
与
え
た
鈴
木
大
拙
な
ど
枚
挙
に
い

と
ま
が
な
い
。
た
だ
、
そ
の
中
に
は
特
定
の
宗
派
の
興
隆
・
再
生
に
力
を
尽
く
し

た
と
し
て
、
狭
い
宗
派
史
の
中
で
し
か
知
ら
れ
て
い
な
い
者
も
含
ま
れ
る
。
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三
点
目
の
特
徴
は
、
近
代
仏
教
史
研
究
が
特
定
宗
派
の
著
名
な
仏
教
者
の
思
想

研
究
に
偏
っ
て
い
る
こ
と
と
関
係
す
る
。
近
代
仏
教
史
研
究
は
、
特
定
の
宗
派
ご

と
に
細
分
化
さ
れ
る
傾
向
が
あ
る
が
、
こ
れ
は
研
究
者
の
多
く
が
宗
門
系
大
学
出

身
者
や
そ
れ
に
所
属
す
る
研
究
者
で
あ
る
こ
と
と
も
関
係
が
あ
る
。
関
連
史
料
へ

の
ア
プ
ロ
ー
チ
の
条
件
も
、
同
宗
派
の
方
が
圧
倒
的
に
恵
ま
れ
て
お
り
、
周
辺
情

報
も
入
手
し
や
す
い
。
宗
派
が
そ
う
し
た
人
物
の
顕
彰
に
力
を
入
れ
て
い
る
場
合

も
あ
る
。
こ
の
こ
と
は
、
研
究
成
果
の
蓄
積
が
、
宗
門
系
大
学
や
関
連
研
究
機
関

を
持
つ
宗
派
に
偏
り
が
ち
で
あ
る
こ
と
も
意
味
す
る
。
筆
者
が
小
文
で
取
り
上
げ

よ
う
と
す
る
近
代
南
都
仏
教
の
研
究
が
あ
ま
り
進
ん
で
い
な
い
よ
う
に
見
え
る
の

も
、
こ
う
し
た
こ
と
に
一
因
が
あ
る
と
い
え
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

　

こ
う
し
て
み
る
と
、
最
初
に
挙
げ
た
吉
田
久
一
氏
の
よ
う
に
、
社
会
事
業
史
に

限
定
さ
れ
る
と
は
い
え
、
宗
派
に
こ
だ
わ
り
な
く
、
仏
教
全
体
を
見
渡
し
た
研
究

が
今
後
よ
り
重
要
で
あ
る
こ
と
が
わ
か
る
。

　

と
こ
ろ
で
、
古
代
・
中
世
の
仏
教
史
研
究
と
比
較
し
た
時
に
、
今
後
の
課
題
と

し
て
挙
げ
ら
れ
る
の
は
、
個
別
寺
院
に
関
す
る
寺
院
組
織
や
財
政
な
ど
の
具
体
的

な
分
析
で
あ
り
、
宗
派
（
教
団
）
組
織
内
の
政
治
や
社
会
構
造
の
分
析
で
あ
る
。

そ
れ
ら
を
ひ
と
つ
ひ
と
つ
積
み
重
ね
る
と
同
時
に
、
宗
派
（
教
団
）
を
超
え
た

信
仰
形
態
の
変
遷
や
各
宗
派
や
寺
院
と
地
域
社
会
と
の
関
係
を
深
め
る
必
要
も
あ

る
。
以
上
、
思
い
つ
く
ま
ま
に
、
今
後
の
課
題
を
記
し
た
が
、
前
記
『
近
代
の
西

大
寺
と
真
言
律
宗
』
や
『
清
水
寺
史
』
第
二
巻（

4
）な

ど
は
、
そ
の
可
能
性
を
示
す

も
の
と
い
え
よ
う
。
ち
な
み
に
、
京
都
の
著
名
な
寺
院
で
あ
る
清
水
寺
は
、
興
福

寺
塔
頭
一
乗
院
の
末
寺
と
さ
れ
、
法
相
宗
の
有
力
寺
院
の
ひ
と
つ
で
あ
り
、
南
都

仏
教
の
近
代
に
と
っ
て
重
要
な
位
置
を
占
め
る
（
後
述
）。

３　

近
代
の
南
都
仏
教
に
つ
い
て

　

そ
こ
で
、
本
章
で
は
近
年
の
研
究
成
果
を
参
考
に
、
近
代
の
南
都
仏
教
を
考
え

る
上
で
、
基
本
と
な
る
で
あ
ろ
う
事
項
に
つ
い
て
ま
と
め
、
今
後
の
研
究
の
参
考

に
供
す
る
こ
と
に
し
た
い
。

（
1
）
社
寺
領
上
知
を
め
ぐ
っ
て

　

こ
の
時
期
に
は
、
た
と
え
ば
廃
仏
毀
釈
や
神
仏
分
離
な
ど
、
興
福
寺
を
は
じ
め

と
す
る
有
力
寺
院
に
打
撃
を
与
え
た
一
連
の
で
き
ご
と
が
あ
っ
た
が
、
そ
れ
ら
は

宗
派
に
か
か
わ
ら
ず
、
場
合
に
よ
っ
て
は
他
の
宗
教
に
も
同
様
に
影
響
を
与
え
た

こ
と
で
あ
り
、
と
く
に
南
都
仏
教
に
大
き
な
影
響
を
与
え
た
と
い
う
わ
け
で
は
な

か
っ
た
。
強
い
て
い
え
ば
、
一
連
の
維
新
改
革
の
中
で
も
身
分
制
度
に
伴
っ
て
大

名
や
公
家
な
ど
に
認
め
ら
れ
て
い
た
領
地
を
収
公
す
る
作
業
の
中
で
、
寺
社
の
領

地
も
収
公
さ
れ
た
の
で
あ
る
が
、
朱
印
地
を
有
す
る
寺
院
が
多
か
っ
た
南
都
仏
教

の
場
合
に
は
、
他
宗
派
に
比
べ
て
、
そ
の
影
響
が
大
き
か
っ
た
と
い
え
る
で
あ
ろ

う
。

　
『
近
代
の
西
大
寺
と
真
言
律
宗
』
に
よ
れ
ば
、
西
大
寺
は
三
〇
〇
石
の
領
地
と

境
内
地
に
広
大
な
山
林
を
有
し
て
お
り
、
明
治
四
年
一
月
に
公
布
さ
れ
た
上
知
令

に
よ
っ
て
、
こ
れ
ら
が
収
公
さ
れ
、
寺
院
を
支
え
る
経
済
的
基
盤
を
失
っ
た
と

い
う（

5
）。
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こ
れ
に
対
し
て
『
清
水
寺
史
』
は
、
明
治
四
年
の
上
知
令
の
影
響
を
指
摘
し
な

が
ら
も
、
そ
れ
に
続
く
一
八
七
五
年
（
明
治
八
）
六
月
の
第
二
次
上
知
令
の
影
響

を
よ
り
重
視
す
る
。
京
都
で
は
、
第
二
次
上
知
令
を
「
引
裂
き
上
知
」
と
呼
び
、

境
内
地
の
中
で
も
宗
教
活
動
に
直
接
関
係
が
な
い
と
さ
れ
た
農
地
や
山
林
ま
で
も

上
知
さ
れ
た
こ
と
に
よ
る
経
済
的
な
打
撃
が
指
摘
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る（

6
）。

　

以
上
の
よ
う
に
、
地
域
に
よ
っ
て
近
代
史
研
究
の
進
展
度
が
異
な
る
た
め
、
そ

れ
ら
を
比
較
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
維
新
期
の
宗
教
政
策
の
具
体
像
を
さ
ら
に
深

め
る
こ
と
が
で
き
る
で
あ
ろ
う
。
い
ず
れ
に
し
て
も
、
檀
家
な
ど
が
少
な
く
、
幕

府
や
武
家
、
公
家
な
ど
か
ら
の
庇
護
に
頼
っ
て
い
た
南
都
仏
教
が
、
こ
れ
に
よ
っ

て
困
窮
に
陥
っ
た
こ
と
を
示
唆
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

（
2
）
宗
派
の
公
認
問
題

　

と
こ
ろ
で
、
社
寺
領
上
知
は
有
力
社
寺
に
共
通
す
る
問
題
で
あ
り
、「
引
裂
き

上
知
」
の
場
合
に
は
、
山
林
を
保
有
す
る
社
寺
ほ
ど
影
響
を
受
け
る
可
能
性
が
高

い
が
、
特
定
の
宗
派
が
そ
の
運
用
過
程
で
と
く
に
不
利
益
を
受
け
た
と
の
事
実
は

ま
だ
指
摘
さ
れ
て
い
な
い
。

　

南
都
仏
教
に
属
す
る
法
相
宗
や
律
宗
な
ど
に
直
接
大
き
な
影
響
を
与
え
た
も
の

と
し
て
は
、
む
し
ろ
、
明
治
五
年
一
〇
月
の
教
部
省
令
を
挙
げ
る
こ
と
が
で
き
る
。

こ
の
教
部
省
令
は
、
政
府
が
仏
教
の
宗
派
と
し
て
七
宗
だ
け
を
公
認
し
、
仏
教
寺

院
は
そ
の
い
ず
れ
か
に
属
さ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
も
の
で
あ
っ
た
。
こ
こ

で
七
宗
と
は
、
天
台
・
真
言
・
浄
土
・
浄
土
真
・
禅
・
日
蓮
・
時
宗
の
こ
と
で
、

法
相
宗
や
律
宗
な
ど
は
こ
れ
に
含
ま
れ
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
そ
こ
で
、
南
都
仏

教
の
寺
院
は
、
ま
ず
ど
の
宗
派
に
属
す
る
か
と
い
う
問
題
と
直
面
せ
ざ
る
を
え
な

か
っ
た
。

　
『
近
代
の
西
大
寺
と
真
言
律
宗
』
に
よ
れ
ば
、
西
大
寺
は
こ
の
法
令
が
出
る
と

奈
良
県
庁
に
問
い
合
わ
せ
、
善
後
策
を
検
討
し
、
一
八
七
三
年
（
明
治
六
）
に
真

言
宗
所
轄
と
な
る
こ
と
と
な
っ
た（

7
）。

ま
た
、
同
じ
頃
、
華
厳
宗
だ
っ
た
東
大
寺

は
浄
土
宗
知
恩
院
派
に
、
唐
招
提
寺
・
薬
師
寺
・
法
隆
寺
・
清
水
寺
は
真
言
宗
に

入
る
こ
と
に
な
っ
た
。
一
方
、
興
福
寺
は
廃
寺
同
然
の
状
況
で
あ
っ
た
。

　

こ
う
し
て
、
一
八
七
三
年
以
降
、
南
都
仏
教
に
と
っ
て
は
、
法
相
宗
や
律
宗
な

ど
の
再
興
が
大
き
な
課
題
と
な
っ
た
の
で
あ
る
。

（
3
）
社
寺
総
代
制
度
の
創
設

　

以
上
の
よ
う
に
、
経
済
的
基
盤
を
失
い
、
拠
り
所
と
な
る
宗
派
を
失
っ
た
南
都

仏
教
で
あ
る
が
、
一
八
八
一
年
頃
に
な
る
と
、
古
社
寺
保
護
の
動
き
や
維
持
組
織

形
成
の
動
き
が
出
て
く
る
。
こ
れ
は
、
日
本
文
化
を
代
表
す
る
よ
う
な
宝
物
の
流

出
や
建
造
物
の
荒
廃
な
ど
が
各
地
で
問
題
と
な
り
、
政
府
と
し
て
も
何
ら
か
の
対

応
策
を
講
じ
る
必
要
が
出
て
き
た
か
ら
で
あ
る
。
政
府
は
、
維
新
以
前
の
よ
う
に

特
定
の
寺
院
を
保
護
す
る
よ
う
な
政
策
は
採
ら
ず
、
そ
れ
ぞ
れ
の
寺
院
が
信
徒
組

織
を
形
成
し
て
、
自
主
的
に
建
造
物
や
宝
物
を
維
持
で
き
る
よ
う
に
す
る
こ
と
を

目
指
し
た
。

　

同
じ
頃
、
興
福
寺
復
興
の
気
運
も
高
ま
り
、
興
福
寺
と
ゆ
か
り
が
深
い
藤
原
氏

系
の
華
族
な
ど
に
よ
り
興
福
会
が
設
立
さ
れ
、
復
興
へ
と
結
び
つ
け
る
。
清
水
寺

で
も
こ
の
時
期
に
信
徒
総
代
を
選
出
す
る
が
、
他
の
有
力
寺
院
で
も
同
様
の
動
き
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が
あ
っ
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。
た
だ
、
興
福
寺
の
よ
う
な
有
力
者
の
後
援
が
期
待

で
き
な
い
清
水
寺
で
は
、
観
音
信
仰
に
基
づ
く
民
間
参
詣
団
体
（
講
）
に
集
う
商

工
業
者
が
支
え
る
こ
と
に
な
る
。
こ
う
し
た
講
の
連
合
体
は
二
十
二
講
と
呼
ば
れ

た
が
、
そ
れ
を
基
礎
に
保
存
講
、
さ
ら
に
は
保
存
会
が
設
立
さ
れ
た
の
で
は
な
い

か
と
思
わ
れ
る
。
こ
の
頃
、
法
隆
寺
で
設
立
さ
れ
た
聖
徳
報
恩
講
も
、
そ
の
名
称

か
ら
、
聖
徳
太
子
信
仰
に
基
づ
く
同
様
の
団
体
だ
っ
た
の
で
は
な
い
か
と
推
察
さ

れ
る
。
檀
家
が
少
な
い
南
都
仏
教
系
の
寺
院
で
は
、檀
家
総
代
に
あ
た
る
も
の
を
、

こ
う
し
た
講
の
代
表
者
の
中
か
ら
選
び
、
信
徒
総
代
と
し
て
組
織
化
し
て
い
っ
た

の
は
な
い
だ
ろ
う
か（

8
）。

（
4
）
寺
院
組
織
近
代
化
を
め
ぐ
る
葛
藤

　

と
こ
ろ
で
、
宗
派
の
統
制
や
一
寺
住
職
制
、
社
寺
総
代
制
度
の
発
足
な
ど
は
、

寺
院
組
織
の
近
代
化
を
促
す
大
き
な
契
機
と
な
っ
た
。
宗
派
や
社
寺
総
代
に
つ
い

て
は
す
で
に
述
べ
た
の
で
、こ
こ
で
は
一
寺
住
職
制
に
つ
い
て
補
っ
て
お
き
た
い
。

　
『
近
代
の
西
大
寺
と
真
言
律
宗
』
は
次
の
よ
う
に
記
す（

9
）。

　

そ
れ
ま
で
は
西
大
寺
や
法
隆
寺
な
ど
比
較
的
大
規
模
な
寺
院
で
は
い
わ
ば

複
数
の
僧
侶
に
よ
る
共
同
運
営
と
い
う
形
式
が
と
ら
れ
て
い
た
。
こ
の
よ
う

な
体
制
は
物
事
を
決
め
る
時
に
は
な
か
な
か
決
ま
ら
ず
、
ま
た
決
め
た
こ
と

も
下
に
通
じ
に
く
い
側
面
が
あ
っ
た
。
特
に
明
治
政
府
は
寺
社
を
統
合
し
よ

う
と
す
る
意
図
が
強
く
、
政
府
の
決
定
事
項
を
末
端
ま
で
早
く
浸
透
さ
せ
ね

ば
な
ら
な
か
っ
た
。
そ
の
た
め
に
こ
れ
ら
の
大
規
模
な
寺
院
に
も
一
人
の
住

職
を
決
め
、
す
べ
て
の
責
任
と
権
限
を
そ
の
住
職
に
一
任
す
る
と
い
う
形
式

が
取
ら
れ
た
の
で
あ
る
。

　

こ
の
記
述
は
政
府
側
の
事
情
に
力
点
を
置
い
て
い
る
が
、
南
都
仏
教
系
の
寺
院

の
中
に
は
、
檀
家
が
少
な
い
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
格
式
を
誇
る
子
院
や
塔
頭
が
多

く
、
困
窮
対
策
な
ど
に
つ
い
て
の
意
思
決
定
が
は
か
ど
ら
な
い
と
こ
ろ
も
多
か
っ

た
。

　

そ
こ
で
、
西
大
寺
で
は
、
千
五
百
尊
誓
・
律
口
恵
順
と
い
う
二
人
の
僧
侶
が
い

る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
東
大
寺
か
ら
佐
伯
泓
澄
を
迎
え
る
こ
と
に
な
る
。
そ
こ
に

は
、
奈
良
県
の
意
向
も
あ
っ
た
と
い
う（

10
）。

　

佐
伯
は
期
待
通
り
、
塔
頭
ご
と
に
自
立
し
て
い
た
塔
頭
住
職
を
西
室
に
集
め
て

共
同
生
活
を
さ
せ
る
な
ど
、
山
内
の
一
体
化
を
進
め
た
。
し
か
し
、
律
口
は
こ
れ

ら
一
連
の
改
革
に
対
し
て
厳
し
く
反
対
し
た
。
そ
の
結
果
、
律
口
は
一
八
八
二
年

に
西
大
寺
を
追
わ
れ
る
に
至
っ
た（
11
）。

　

こ
れ
と
同
じ
役
割
を
、
法
隆
寺
で
は
千
早
定
朝
が
、
清
水
寺
で
は
園
部
忍
慶
が

担
っ
た
。
こ
の
う
ち
園
部
忍
慶
は
、
そ
の
実
績
を
買
わ
れ
て
、
復
興
な
っ
た
興
福

寺
の
住
職
に
も
迎
え
ら
れ
、
法
相
宗
管
長
と
な
っ
た
千
早
と
と
も
に
、
南
都
仏
教

復
興
に
尽
力
す
る
（
ち
な
み
に
、
園
部
の
住
職
就
任
ま
で
の
間
興
福
寺
を
守
っ
た

の
は
佐
伯
で
あ
っ
た
）。

　

一
八
九
〇
年
、
園
部
は
雲
井
良
海
を
清
水
寺
住
職
に
迎
え
、
翌
年
に
は
興
福
寺

住
職
を
兼
務
さ
せ
る
。
園
部
と
し
て
は
、
雲
井
を
法
相
宗
を
担
う
後
継
者
と
考
え

た
の
で
あ
ろ
う
。
雲
井
が
清
水
寺
で
行
お
う
と
し
た
改
革
は
、
西
大
寺
で
佐
伯
が
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行
っ
た
も
の
と
似
て
い
た
。
本
堂
（
舞
台
）
の
維
持
な
ど
の
た
め
に
資
金
を
要
し

た
清
水
寺
は
、
塔
頭
の
整
理
を
進
め
て
い
た
が
、
新
た
に
着
任
し
た
雲
井
に
対
し

て
、
塔
頭
住
職
の
井
坊
忍
教
ら
は
激
し
く
抵
抗
し
、
裁
判
沙
汰
に
ま
で
な
っ
た
。

雲
井
は
、
様
々
な
嫌
疑
を
か
け
ら
れ
た
こ
と
を
苦
に
し
て
か
、
一
八
九
四
年
五
月

に
自
決
す
る（
12
）。

　

以
後
、
清
水
寺
の
近
代
化
は
千
早
定
朝
が
受
け
継
ぐ
が
、
そ
の
際
、
千
早
は
塔

頭
住
職
と
も
関
係
が
深
か
っ
た
講
の
関
係
者
で
は
な
く
、
京
都
市
中
の
有
力
な
商

工
業
者
や
政
治
家
の
中
か
ら
信
徒
総
代
を
選
び
、
清
水
寺
の
改
革
を
推
進
し
た（
13
）。

　

西
大
寺
や
清
水
寺
の
研
究
は
、
そ
れ
ぞ
れ
の
寺
院
の
協
力
に
よ
り
、
所
蔵
文
書

を
活
用
で
き
た
た
め
に
で
き
た
も
の
で
あ
る
。
現
在
、
法
隆
寺
で
も
本
格
的
な
調

査
が
行
わ
れ
つ
つ
あ
る
と
い
う（
14
）。

（
5
）
園
部
忍
慶
・
千
早
定
朝
・
佐
伯
泓
澄
ら
の
研
究
を

　

こ
の
よ
う
に
見
て
い
く
と
、
近
代
仏
教
史
研
究
の
中
で
も
、
た
と
え
ば
清
沢
満

之
の
よ
う
に
多
数
の
伝
記
が
書
か
れ
て
い
る
人
物
も
あ
る
が
、
組
織
の
改
革
や
財

政
の
確
立
な
ど
地
道
に
近
代
化
に
尽
く
し
た
人
物
に
つ
い
て
の
研
究
は
十
分
で
は

な
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
南
都
仏
教
に
関
し
て
は
、
園
部
忍
慶
・
千
早
定
朝
・
佐

伯
泓
澄
な
ど
を
忘
れ
る
わ
け
に
は
い
か
な
い
。
そ
の
際
、
律
口
や
井
坊
の
よ
う
な

人
物
に
つ
い
て
も
、
十
分
に
検
証
す
る
必
要
が
あ
る
だ
ろ
う
。

４　

南
都
仏
教
を
め
ぐ
る
略
年
譜
（
一
八
七
四
年
以
後
）

　

一
八
七
四
年
三
月　

真
言
宗
が
智
積
院
・
教
王
護
国
寺
・
初
瀬
寺
・
金
剛
峰
寺

に
よ
り
交
番
管
長
制
度
に

　

一
八
七
四
年
一
二
月　

佐
伯
泓
澄
が
西
大
寺
住
職
に
（
一
寺
住
職
制
に
よ
り
、

一
八
七
五
年
に
は
千
早
定
朝
が
法
隆
寺
住
職
、園
部
忍
慶
が
清
水
寺
住
職
に
）

　

一
八
七
五
年
五
月　

佐
伯
泓
澄
が
元
興
福
寺
守
護
職
に
（
西
大
寺
留
守
居
に
律

口
恵
順
）

　

一
八
七
五
年
五
月　

西
大
寺
で
塔
頭
住
職
を
佐
伯
が
兼
ね
旧
来
の
住
職
は
自
坊

に
専
務
さ
せ
る

　

一
八
七
六
年
七
月
頃　

西
大
寺
で
律
口
恵
順
と
佐
伯
泓
澄
の
対
立
顕
在
化

　

一
八
七
七
年　

法
隆
寺
・
薬
師
寺
・
唐
招
提
寺
・
西
大
寺
が
真
言
宗
管
長
に
復

古
独
立
本
山
嘆
願
書
提
出

　

一
八
七
八
年
五
月　

法
隆
寺
・
西
大
寺
・
唐
招
提
寺
・
薬
師
寺
・
仁
和
寺
・
大
覚
寺
・

広
隆
寺
・
神
護
寺
が
真
言
宗
か
ら
離
脱
し
西
部
真
言
宗
と
称
す
る（
一
八
七
九

年
四
月
真
言
宗
再
統
合
）

　

一
八
八
一
年
七
月　

社
寺
総
代
制
度
導
入

　

一
八
八
二
年
四
月
頃　

興
福
寺
再
興
（
園
部
が
興
福
寺
住
職
就
任
）

　

一
八
八
二
年
六
月　

法
相
宗
独
立
（
管
長
千
早
定
朝
）

　

一
八
八
四
年
一
二
月　

法
隆
寺
で
聖
徳
報
恩
講
設
立
（
こ
の
年
清
水
寺
で
も
保

存
講
設
立
、
一
八
八
五
年
興
福
会
設
立
、
一
八
八
六
年
清
水
保
存
会
設
立
、

一
八
八
八
年
法
隆
寺
保
存
会
設
立
）
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一
八
八
五
年
三
月　

清
水
寺
が
真
言
宗
醍
醐
寺
所
管
か
ら
法
相
宗
興
福
寺
所
管

に
変
更

　

一
八
八
五
年　

智
積
院
が
真
言
宗
か
ら
の
独
立
運
動
展
開

　

一
八
八
六
年
六
月　

薬
師
寺
が
法
相
宗
に
加
入

　

一
八
八
七
年
一
一
月　

西
大
寺
が
真
言
律
宗
独
立
願

　

一
八
八
九
年
頃　

清
水
寺
で
園
部
と
塔
頭
住
職
の
対
立
顕
在
化

　

一
八
九
〇
年
三
月　

園
部
忍
慶
死
去
（
法
隆
寺
住
職
千
早
定
朝
が
興
福
寺
・
清

水
寺
住
職
を
兼
務
）

　

一
八
九
〇
年
四
月　

法
相
宗
宗
制
を
改
正
し
て
薬
師
寺
を
本
山
に
加
え
る

　

一
八
九
一
年
二
月　

雲
井
良
海
清
水
寺
住
職
が
興
福
寺
住
職
を
兼
務

　

一
八
九
三
年　

清
水
寺
新
寺
法
制
定

　

一
八
九
四
年
五
月　

雲
井
良
海
自
殺

　

一
八
九
四
年
五
月　

千
早
定
朝
が
再
び
興
福
寺
・
清
水
寺
住
職
を
兼
務

　

一
八
九
五
年
六
月　

真
言
宗
か
ら
真
言
律
宗
独
立
（
総
本
山
西
大
寺
）

　

一
八
九
七
年
六
月　

古
社
寺
保
存
法
制
定

　

一
八
九
八
年
三
月　

千
早
定
朝
死
去

　

一
九
〇
〇
年
八
月　

内
務
省
が
真
言
宗
の
分
裂
を
認
可
（
真
言
宗
高
野
派
（
金

剛
峯
寺
）・
真
言
宗
御
室
派
（
仁
和
寺
）・
真
言
宗
大
覚
寺
派
（
大
覚
寺
）・

真
言
宗
醍
醐
派
（
醍
醐
寺
）・
新
義
真
言
宗
智
山
派
（
智
積
院
）・
新
義
真
言

宗
豊
山
派
（
長
谷
寺
）・
律
宗
（
真
言
律
宗
）、
一
九
〇
七
年
に
も
真
言
宗
東

寺
派
（
東
寺
）・
真
言
宗
山
階
派
（
勧
修
寺
）・
真
言
宗
泉
涌
寺
派
（
泉
涌
寺
）・

真
言
宗
小
野
派
（
随
心
院
）
が
独
立
）

５　

お
わ
り
に

　

小
文
は
、
平
成
24
年
度
奈
良
大
学
研
究
助
成
（
研
究
課
題
「
南
都
仏
教
と
真
言

宗
の
近
代
に
関
す
る
予
備
的
研
究
」）
に
よ
る
研
究
成
果
の
一
部
で
あ
る
。
研
究

助
成
で
は
、主
と
し
て
奈
良
の
地
方
新
聞
『
奈
良
新
聞
』
の
検
索
作
業
を
通
じ
て
、

近
代
に
お
け
る
南
都
仏
教
の
動
向
に
関
す
る
基
礎
的
な
事
実
の
収
集
に
努
め
た
。

た
だ
、『
奈
良
新
聞
』
の
残
存
状
況
が
断
片
的
で
あ
る
こ
と
な
ど
か
ら
、
小
文
に

お
い
て
、
そ
の
デ
ー
タ
を
ま
と
め
て
提
示
す
る
こ
と
は
で
き
な
か
っ
た
。

　

そ
こ
で
小
文
で
は
、研
究
が
始
ま
っ
た
ば
か
り
の
近
代
南
都
仏
教
史
に
つ
い
て
、

今
後
の
検
討
課
題
を
整
理
し
た
。
こ
こ
で
、
課
題
を
提
示
す
る
こ
と
で
、
今
後
の

史
料
調
査
の
方
向
性
を
整
理
す
る
こ
と
が
で
き
る
と
同
時
に
、
新
聞
検
索
な
ど
に

際
し
て
留
意
す
る
点
も
明
ら
か
に
な
る
と
考
え
た
次
第
で
あ
る
。
今
後
も
作
業
の

進
展
に
応
じ
て
、
そ
の
課
題
を
見
直
し
な
が
ら
、
近
代
南
都
仏
教
の
全
体
像
に
迫

る
こ
と
に
し
た
い
。

　
注（

1
）
真
言
律
宗
独
立
認
可
百
周
年
記
念
誌
編
纂
委
員
会
編
『
近
代
の
西
大
寺
と
真
言
律
宗
』

西
大
寺
、
一
九
九
六
年
。

（
2
）
高
田
良
信
『「
法
隆
寺
日
記
」
を
ひ
ら
く
』
日
本
放
送
出
版
協
会
、
一
九
八
六
年
。

（
3
）
吉
田
久
一
『
日
本
近
代
仏
教
史
研
究
』
吉
川
弘
文
館
、
一
九
五
九
年
、
同
『
日
本
近

代
仏
教
社
会
史
研
究
』
吉
川
弘
文
館
、
一
九
六
四
年
な
ど
。

（
4
）
清
水
寺
史
編
纂
委
員
会
編
『
清
水
寺
史
』
第
二
巻
、
法
蔵
館
、
一
九
九
七
年
、

四
五
一
頁
以
下
参
照
。

（
5
）
前
掲
注
（
1
）
三
三
〜
三
九
頁
参
照
。
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（
6
）前
掲
注（
4
）四
六
二
〜
四
六
五
頁
参
照
。
中
谷
弸「
明
治
初
期
社
寺
政
策
と
事
情
」『（
京

都
府
立
総
合
）
資
料
館
紀
要
』
第
一
五
号
（
一
九
八
七
年
）、
竹
林
忠
男
「
京
都
府
に

お
け
る
地
租
改
正
な
ら
び
に
地
籍
編
纂
事
業
（
上
）（
下
）」
第
一
七
号
・
第
二
五
号

（
一
九
八
九
年
・
一
九
九
七
年
）
参
照
。
第
二
次
上
知
に
つ
い
て
、
中
谷
論
文
は
「
引

裂
き
上
知
」（
三
六
頁
）、
竹
林
論
文
は
「
引
裂
き
上
地
」（
下
一
〇
一
頁
）
と
記
す
。

（
7
）
前
掲
注
（
1
）
二
八
〜
三
三
頁
参
照
。

（
8
）
前
掲
注
（
4
）
四
八
〇
〜
四
八
三
頁
参
照
。

（
9
）
前
掲
注
（
1
）
七
二
頁
参
照
。

（
10
）
前
掲
注
（
1
）
五
五
頁
参
照
。

（
11
）
前
掲
注
（
1
）
五
七
〜
六
五
頁
参
照
。

（
12
）
前
掲
注
（
4
）
四
八
四
〜
四
九
三
頁
参
照
。

（
13
）
前
掲
注
（
4
）
四
九
八
〜
五
〇
三
頁
参
照
。

（
14
）
前
掲
注
（
2
）
な
ど
参
照
。
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